
 

委 託 契 約 書 （案） 

 

 沖縄県知事 玉城 康裕（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）

は、下記の事業委託について、次の条項により契約を締結する。 

 

１ 事業の名称  

  令和７年度 うちなー健康経営推進事業 

 

２ 契約期間 

  契約締結の日から令和８年３月 31 日まで 

 

３ 契約金額  金 ○○，○○○，○○○ 円 

  （うち取引に係る消費税額及び地方消費税額は、○,○○○,○○○円） 

   （））「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第１項及

び第 29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に

基づき算出したもので、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 

  甲は、契約金額の範囲内において、委託契約書、委託業務仕様書及び委託業務

実施計画書等に基づく乙の業務実績に応じ、委託業務の実施に要する経費（以下

「委託料」という。）を乙に支払うものとする。 

 

４ 契約保証金    

  沖縄県財務規則第 101 条第１項により契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納

付すること。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第２項に該当する場合は免除する。 

 

 上記の委託業務について、甲と乙は、次の条項によって公正な委託契約を締結し、

信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  

 本契約の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

 令和７年  月  日 

 

   甲  沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 

             沖縄県知事 玉城 康裕 

 

 

   乙     

             



 

（総則） 

第１条 乙は、別紙「企画提案仕様書」（以下「仕様書」という。）に基づき、上

記の契約金額及び契約期間内で、頭書の業務を完了しなければならない。 

 

（実施計画書） 

第２条 乙は、仕様書に基づき、次に掲げる内容を含む委託業務実施計画書（任意

様式、以下「実施計画書」という。）を契約締結の日から 10 日以内に甲に提出し、

甲の承認を得なければならない。 

⑴ 実施業務の内容 

⑵ 実施業務の実施方法 

⑶ 実施スケジュール 

⑷ 業務遂行体制 

⑸ 経費積算内訳 

２ 乙は、甲の承認を得た実施計画書及び甲の指示に従って、当該委託業務を実施

しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。 

 

（実施計画書の変更） 

第３条 乙は、実施計画書に関し、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ計

画変更等承認申請書（様式第１号）を甲へ提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

 ⑴ 経費区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の  

20 パーセント以内の流用増減を除く。 

 ⑵ 事業内容を変更しようとするとき。ただし、委託業務の実施に支障を及ぼさ   

ない軽微な変更であるとあらかじめ甲が認めた場合は、この限りではない。 

２ 前項の規定による実施計画書の変更である場合は、甲の承認を得ることによっ

て変更契約が締結されたものとみなす。 

３ 乙から申請があった場合は、受理した日から 10 日以内に承認又は不承認の通

知を乙にするものとする。 

 

（計画変更等による契約変更） 

第４条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約

の内容を変更できるものとする。 

⑴ 委託業務の実施の中途において、契約金額、契約期間又は実施計画書で定め

られた内容における主要な部分の変更を行う必要が生じたとき。 

⑵ 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件で契約の一

部の履行が困難となったとき。 

２ 前項の変更に係る手続きについては、乙が第３条の規定に基づく計画変更等承

認申請書（様式第１号）を、原則として当初の契約期間の末日の 14 日前までに

（前項第２号の変更にあっては、速やかに）甲に提出し、甲と変更契約を締結す

るものとする。ただし、第 13 条ただし書に定める流用のときは、この限りではな

い。 

 



 

（委託料の経費区分） 

第５条 委託料の経費区分は、別表のとおりとする。 

 

（権利義務の譲渡） 

第６条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ

せてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではな

い。 

２ 乙は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）

を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。 

 

（再委託の制限） 

第７条 乙は、契約の全部の履行を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはな

らない。 

２ 乙は、甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は

請負わせてはならない。 

３ 乙は、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又

は請け負わせてはならない。 

４ 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10 日前

までに再委託承認申請書（別紙様式１）を甲に提出するとともに、事前に書面に

よる甲の承認を受けなければならない。 

  ただし、甲が仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は

請け負わせるときはこの限りでない。 

５ 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要

な事項及び甲が指示する事項について、再委託者と約定しなければならない。 

６ 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者

の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙

はその損害を賠償しなければならない。 

７ 乙が第１項から第５項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。

これにより乙、又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した

損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。 

 

（委託業務の監督等） 

第８条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなけ

ればならない。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託業務の実施状況、経費の使

途及びその他必要な事項について報告を求め、書面検査又は必要に応じて実地検

査を実施し、必要な指示をすることができる。 

３ 甲は、本業務における乙の履行又は前条第４項により乙から委託を受けた者の

履行が著しく不適当と認められる場合、その理由を明示した文書により、必要な

措置を講じることを乙に請求することができるものとする。 

４ 乙は、甲から前項に基づく請求があった場合、当該請求事項について必要な措



 

置を講じ、請求を受けた日から 10 日以内に実施状況報告書（様式第２号）により

甲に報告するものとする。 

 

（労働関係法令の遵守及び調査） 

第９条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならな

い。 

２ 甲は、本契約の履行に関し必要があると認めるときは、乙に対して委託業務の

実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 

 

（帳簿等の整備及び保存） 

第 10 条 乙は、委託業務の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、支出額を明

確に記載しておかなければならない。 

２ 乙は、委託業務に要した経費を甲が指示する項目に従って前項の帳簿に記載し、

その支出内容を証明又は説明する書類を整理して保管しなければならない。 

３ 前項の支出内容を証明する書類とは、乙が通常使用している支出に関する決裁

文書、仕様書、見積書（相見積を含む。）、契約書、納品書、検収調書、請求書、

領収書、銀行振込領収書、委託業務に従事する者の給与支払を示す台帳及び出張

伝票等をいう。 

４ 第２項の支出内容を説明する書類とは、図面、カタログ、発）書、予定価格書、

出庫伝票、製作設計費の内訳に関する書類､加工費の内訳に関する書類､光熱水料

の内訳に関する書類、委託業務に従事する者毎の調査時間、調査内容及び図面記

録等を記載した業務日誌及び労務費積算書等をいう。 

５ 第２項の帳簿及び書類の保管期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度

（甲の事業年度である４月１日から翌年３月 31 日までの１年間をいう。以下同

じ。）の終了日の翌日から起算して５年間とする。 

６ 乙は、乙の責に帰すべき事由により前項に掲げる保存期間内に証憑書類を消失

したときは、当該経費について、正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費

である旨を甲に証明しなければならない。また、示された証憑書類が正当な根拠

と認められない場合についても同様とする。 

 

（検査及び引渡し） 

第 11 条 乙は、業務が完了して 10 日を経過した日（当該期日の末日が休日（沖縄

県の休日を定める条例（平成３年条例第 15 号）第１条第１項各号に掲げる日をい

う。）に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。）又は令和８

年３月 31 日のいずれか早い日までに、成果物一式及び実績報告書（様式第３号）

を甲に提出し、その検査を受けなければならない。 

２ 甲は、前項の実績報告書等の提出を受けたときは、速やかに検査を行うものと

する。 

３ 乙は、前項の結果不合格となり、甲から期限を指定して補正を命じられたとき

は、自己の負担、指定期限内に補正して、甲の検査を受けなければならない。 

 

 



 

（額の確定及び通知） 

第 12 条 甲は、前条の検査で乙の業務が本契約に適合するものであると認めた場

合は、委託契約書、仕様書、実施計画書及び成果物一式に基づき、乙に支払うべ

き経費の額（以下「確定額」という。）を確定し、速やかに書面により乙に通知

するものとする。 

 

（委託業務の実施に要する経費の支出） 

第 13 条 乙は、委託業務の実施に要する経費を実施計画書に記載された経費の内

訳に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更され

た実施計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。ただし、

乙は、経費区分表（別表）に記載された経費の内訳について、項目のそれぞれに

ついて 20％以内に限り、流用することができる。 

 

（委託料の負担及び請求、支払） 

第 14 条 委託料の支払は、原則、精算払とする。 

２ 乙は、確定額を通知する甲からの書面を受理後、甲に対して支払請求書を提出

することができる。この場合において、甲は、乙から適法な支払請求書を受理し

た日から 30 日以内の日（当該期日の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末

日の前日を当該期間の末日とする。）までの期間に支払を行わなければならない。 

３ 甲は、前２項の規定にかかわらず、乙の請求により必要があると認められる金

額については、概算払をすることができる。 

４ 乙が前項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計

額が第 12 条の規定による確定額に満たない場合には、第２項を準用する。 

５ 甲が、第３項の規定により乙に支払った金額が、第 12 条の規定による確定額を

超過した場合、乙はその超過額を甲に返還しなければならない。 

６ 甲は、乙が所定の事業を実施していないと認めた場合、又は事業の目的外に経

費を使用していると認めた場合には、既に支払った委託料の全部又は一部の返還

を命ずることができる。 

 

（著作権の帰属） 

第 15 条 この契約に基づいて制作されたものの著作権は、甲に属するものとする。 

２ 甲が二次使用するにあたり、第三者の有する著作権その他の権利を侵害するこ

とがないよう、乙は、制作に当たっては必要な許諾を得なければならない。 

 

（著作権の使用） 

第 16 条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者の著作権又はその他の権利の対象

となっている物件又は方法を使用するときは、必要な手続を取るなど、その使用

に関して責任を負うものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第 17 条 甲は、第 11 条第１項に定める検査の完了後、当該業務に契約の内容に適

合しない部分（以下「不適合部分」という。）があるときは、不適合を知ったと



 

きから１年以内に乙に対してその旨を通知し、不適合部分の修補、修補に代え損

害の賠償、又は修補とともに損害の賠償を請求することができる。 

２ 前項の規定は、その不適合が仕様書の記載内容、甲の指示により生じたもので

あるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示等が不適当であること

を知りながらこれを通知しなかったときはこの限りでない。 

 

（損害の負担） 

第 18 条 委託業務の処理にあたって生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

は、乙が負担する。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき理由により生じたも

のについては、この限りではない。 

 

（履行遅滞） 

第 19 条 甲は、乙が契約期間内にその義務を履行し終らないため、期間の延長を求

めたときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約代金の額に対し年 2.5 パーセント

の違約金を徴収して承認することができる。ただし、天災、地変その他契約の相

手方の責によらないものについては、違約金は徴収しない。 

２ 前項の違約金は、契約代金支払のときに控除し、その額が支払金の額を超える

ときは、その超える額を徴収する。 

 

（解除権及び違約金） 

第 20 条 甲は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、いつでもこの契約を

解除することができる。 

 ⑴ 乙の責に帰すべき事由により、履行期間内に業務を履行しないとき又は履  

行の見込みがないと明らかに認められるとき。 

 ⑵ 乙が、正当な理由なく、着手期日を過ぎても着手しないとき。 

 ⑶ 乙又はその代理人その他乙の使用人が、監督員又は検査員の監督又は検査  

    を妨げたとき。 

 ⑷ 乙が沖縄県から指名停止措置を受けたとき、乙又はその代理人その他乙の 

    使用人が暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する等不適切な者に該当する 

    とき。 

 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、乙が沖縄県財務規則（昭和 47 年５月 15 日規則 

    第 12 号）又は本契約に違反したとき。 

２ 前項の規定に基づき契約が解除された場合には、乙は、契約金額の 10 分の１に  

相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

３  甲は、第１項各号の規定に該当しなくともやむを得ない理由があるときは、契 

  約を解除し、その履行を中止させ、又はその一部を変更することができる。 

４  甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、 

  その損害を賠償しなくてはならない。 

５  甲は、契約の解除、履行中止又は変更について、書面により乙に通知するもの 

とする。 

 

 



 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第 21 条 乙は、本契約に関する下請負人等（下請負人（下請が数次にわたるとき

は、全ての下請負人を含む。）及び再受任者（再委託以降の全ての受任者を含む。）

並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方を

いう。以下同じ。）が、排除対象者（第 20 条第１項第四号に該当する者をいう。

以下同じ。）であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解

除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除し、又は下請負人等に対

し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 乙は、下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請

負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当

該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させる

ための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 22 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不 

当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させる

とともに、速やかに不当介入の事実を発）者に報告するとともに警察への通報及び

捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 23 条 乙は、委託業務を実施するに当たり、知り得た秘密を他にもらしてはなら

ない。 

２ 乙は、この業務による個人情報の取扱いについては、別途定める「個人情報取

扱特記事項（別記）」を守らなければならない。 

 

（財産の管理等） 

第 24 条 乙は、委託業務により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、善良な管理者の）意をもって管理し、委託業務の目

的に従ってその効率的運用を図らなければならない。 

２ 乙は、取得財産等について取得財産等管理台帳 （様式第４号）を備え、管理しな

ければならない。 

３ 乙は、当該年度に取得財産があるときは、第 11 条に定める実績報告書（様式第

３号）に取得財産明細表（様式第５号）を添付しなければならない。 

 

（費用の負担） 

第 25 条  この契約の締結に関し必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（補足） 

第 26 条 この契約及び仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの

契約及び仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

 


